
告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
一
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

   

病
院 

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

医
療
法
人
社
団
聖
心
会 

湖
街
ホ
ス
ピ
タ
ル 

社
会
福
祉
法
人
元
気
村 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

馬
室
た
ん
ぽ
ぽ
翔
裕
園
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
） 

社
会
福
祉
法
人
元
気
村 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

馬
室
た
ん
ぽ
ぽ
翔
裕
園
（
従
来
型
） 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
越
谷
市
レ
イ
ク
タ
ウ

ン
八
丁
目
十
二
番
地
十
二 

埼
玉
県
鴻
巣
市
原
馬
室
三
千

三
百
三
十
五 

埼
玉
県
鴻
巣
市
原
馬
室
三
千

三
百
三
十
五 

所 
 

在 
 

地 
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